
最低賃金を時給１,０００円以上に引き上げることを求める意見書（案） 

 

最低賃金制度とは、非正規労働者を含む全ての労働者の賃金の最低額を法律により保

障する制度です。また、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金は、中央最低賃金審

議会から示される引き上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会での審議・

答申を経て決定されており、社会保障の安全網(セーフティネット)の一つとして重要な

ものとなっています。 

最低賃金の引き上げは、労働者の所得底上げにつながり、内需拡大にも寄与すること

から、デフレからの脱却を図り、経済の好循環を実現させるためにも必須です。 

中央最低賃金審議会は２０１８年度の最低賃金について、全国平均では時給を２６円

引き上げ８７４円とする目安を答申し、茨城県では目安どおりに２６円アップの８２２

円となりました。しかし、時給８２２円では年間１，８００時間働いても月収にして１

２万４,０００円程度の収入にすぎず、安心して暮らせる収入とはほど遠いものです。 

また、都道府県をＡ～Ｄにランクづけし、最低賃金の目安を決めるため、今回の答申

によって最高額である東京都と最低額８県の差が２２１円から２２５円に広がるなど、

都道府県間の格差は増々拡大されることになります。これにより、さらなる労働者の都

市部集中や、地方の若者や若年層世帯の減少に拍車がかかり、地方の衰退を招くことに

つながります。 

茨城県は今年度、茨城県労働局長と茨城地方最低賃金審議会長に対し、経済実態に即

した最低賃金の引き上げを行うよう要望しました。 

日本経済全体の健全な成長にとっても、労働者の権利確保のためにも、全国一律最低

賃金制を導入することは緊急の課題であり、中小企業支援とセットで直ちに時給１,０

００円を実現すべきです。 

よって、政府においては、下記の事項について実現するよう強く要望します。 

 

記 

 

１ 最低賃金を直ちに全国一律で時給１,０００円に引き上げるとともに、時給

１,５００円以上をめざし実現すること。 

２ 最低賃金を引き上げるため、中小企業への支援策を実施すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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